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大阪、平５不77、平8.4.26 

 

命 令 書 

 

 申立人  国鉄労働組合近畿地方本部 

 申立人  国鉄労働組合近畿地方本部大阪地区本部 

   大阪新幹線支部 

 申立人  国鉄労働組合近畿地方本部大阪地区本部 

   大阪新幹線支部大阪保線所分会 

 

 被申立人 東海旅客鉄道株式会社 

 

主  文 

 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 

記 

 年 月 日 

 国鉄労働組合近畿地方本部 

  執行委員長 Ｘ１ 殿 

 国鉄労働組合近畿地方本部大阪地区本部大阪新幹線支部 

  執行委員長 Ｘ２ 殿 

 国鉄労働組合近畿地方本部大阪地区本部大阪新幹線支部大阪保線所分会 

  執行委員長 Ｘ３ 殿 

         東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役 Ｙ１ 

 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法

第７条第３号に該当する不当労働行為と認められました。今後、このような

行為を繰り返さないようにいたします。 

記 

⑴ 平成５年５月13日午後７時ごろ、当社大阪設備所所長が、貴組合員１名

に対し、人事上有利に取り扱うことを示唆して、貴組合からの脱退を勧め

たこと 

⑵ 平成５年６月の人事異動に際し、当社関西支社の職制が、当時貴組合員

であった２名に対し、大阪保線所及び大阪設備所の各現業職場から関西支

社の非現業職場への配転を示唆して、貴組合からの脱退を勧めたこと 

 

理  由 

第１ 認定した事実 

１ 当事者等 

⑴ 被申立人東海旅客鉄道株式会社（以下「会社」という）は、昭和62年

４月１日、日本国有鉄道改革法に基づき、日本国有鉄道（以下「国鉄」
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という）が経営していた旅客鉄道事業等のうち、東海道新幹線及び東海

地方における旅客鉄道事業等を承継して設立された法人であり、肩書地

に本社を置き、その従業員は本件審問終結時約２万2,900名である。 

  会社は、東海道新幹線の輸送業務の統括機構として新幹線鉄道事業本

部を置き、更にその下に米原以西を管轄する関西支社（同62年10月設置

の大阪管理部を平成元年７月１日名称変更）を置いている。また、関西

支社は、保線所関係では、工務部施設課（以下「施設課」という）及び

現場として大阪保線所、京都保線所、大阪設備所を置き、これら施設系

統職場の従業員は本件審問終結時約230名である。 

⑵ 申立人国鉄労働組合近畿地方本部（以下「近畿地本」という）は、国

鉄労働組合（以下「国労」という）の下部組織で、会社及び申立外西日

本旅客鉄道株式会社等の近畿地方に所在する事業所に勤務する者で組織

する労働組合であり、肩書地に組合事務所を置き、その組合員は本件審

問終結時約3,800名である。 

⑶ 申立人国鉄労働組合近畿地方本部大阪地区本部大阪新幹線支部（以下

「新幹線支部」という）は、近畿地本の下部組織で、東海道新幹線関係

の職場のうち近畿地方に所在する事業所に勤務する者で組織する労働組

合であり、肩書地に組合事務所を置き、その組合員は本件審問終結時約

490名である。 

⑷ 申立人国鉄労働組合近畿地方本部大阪地区本部大阪新幹線支部大阪保

線所分会（以下「分会」という）は、新幹線支部の下部組織であり、大

阪保線所、京都保線所、大阪設備所の３施設現場等に勤務する者で組織

する労働組合で、肩書地に組合事務所を置き、その組合員は本件審問終

結時約100名である。 

⑸ 会社には、申立人組合のほかに、本件審問終結時、日本鉄道労働組合

連合会に所属する東海旅客鉄道労働組合（以下「ユニオン」という）、全

日本鉄道労働組合総連合会（以下「鉄道労連」という）に所属するＪＲ

東海労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会（以下「全動労」という）

に所属する全国鉄動力車労働組合東海地方本部等の労働組合がある。 

２ 国鉄分割・民営化に至るまでの労使関係について 

⑴ 国鉄が分割・民営化される前の昭和57年ごろ、国鉄には、国労、動力

車労働組合（以下「動労」という）、全国鉄施設労働組合（以下「全施労」

という）及び全動労等の労働組合があり、国鉄の分割・民営化反対運動

を展開していた。 

  とりわけ、国労は、ストライキ闘争、5,000万人署名運動、ワッペン着

用闘争、リボン着用闘争などの反対運動を行った。国鉄は、これらの国

労の運動に対し、同59年10月24日、ストライキ闘争参加者約２万3,000

名に対する処分、同60年９月11日、ワッペン着用闘争参加者約５万9,200

名に対する処分、同61年５月30日、ワッペン着用闘争参加者約２万9,000

名に対する処分などを行った。 
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⑵ 昭和57年３月から同60年９月に至るまで、国鉄は、８次にわたる職場

規律総点検を実施し、この中で、就業時間中の組合活動の禁止、ワッペ

ン・リボン等の着用禁止、労働組合事務所の明渡し要求及び強制撤去等

を行い、これらに抗議した国労組合員に対し処分を行った。国労は、こ

のような国鉄の対応は、「現場協議に関する協約」に基づき、職場の労働

問題については現場の労使による協議を行ってきたことを無視する不当

なものであるとして、国鉄と対立した。 

⑶ 昭和57年７月19日、国鉄は、国労、鉄道労働組合（以下「鉄労」とい

う）、動労、全施労（以下、鉄労、動労及び全施労を併せて、「鉄労ら」

という）及び全動労の５組合に対し、「現場協議に関する協約」について、

協議の対象範囲、開催時間などを明確化した改訂案を示し、同年11月30

日までに交渉がまとまらなければ現行協約を破棄する旨通告した。 

  これに対し、鉄労らは、同日、改訂案どおりの改訂に応じ協約を締結

したが、国労は、妥協せず、現場協議に関して無協約状態となった。 

⑷ 昭和61年１月13日、国鉄は、各労働組合に対し、労使が一致協力して

国鉄改革に取り組む旨の労使共同宣言を締結するよう要請した。同日、

国鉄と鉄労らは、同宣言を締結したが、国労はこれを拒否した。 

⑸ 昭和61年６月24日、国鉄は、新たに全国の駅、区等に人材活用センタ

ーを設置して、余剰人員を配置して有効活用を図っていく旨を発表し、

各労働組合に説明した。 

  これに対し国労は、毎日、同センターの設置は余剰人員を固定化しな

いとする従来の運用に反するとして、国鉄に対し抗議するとともに団体

交渉（以下「団交」という）を申し入れた。 

  しかし、国鉄は、これに応じることなく、同年７月１日、予定どおり

全国1,010ヵ所に人材活用センターを設置して順次職員を配置した。同年

８月には、その配属人員は１万2,730名となり、このうち約８割が国労組

合員であった。なお、国鉄当時の分会を構成する施設現場（大阪・京都・

神戸の保線支所）においては、同年７月及び10月、人材活用センターへ

の配属が行われ、配属者62名中、61名が国労組合員であった。 

⑹ 昭和61年８月27日、国鉄は、鉄労ら及び真国鉄労働組合（国労東京地

方本部脱退者によって結成、以下「真国労」という）により結成された

国鉄改革労働組合協議会との間で、分割・民営化による国鉄改革を基本

とし、鉄道事業の健全な経営が定着するまでは争議権の行使を自粛する

旨の新たな労使共同宣言（第二次労使共同宣言）を締結した。 

⑺ 昭和62年２月２日、鉄労、動労、日本鉄道労働組合（真国労と全施労

が統合して結成）及び鉄道社員労働組合は、鉄道労連（その後、ＪＲ総

連に略称変更）を結成した。また、同月28日、鉄道産業労働組合（国労

を脱退した旧主流派により結成）は、その連合組織として日本鉄道産業

労働組合総連合（以下「鉄産労」という）を結成した。 

  この結果、同61年４月当時、組合員数約16万5,000名（組織率約69％）
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を有する国鉄内最大組合であった国労の組合員数は、同62年２月には、

約６万2,100名となり、さらに同年４月には約４万4,000名にまで急減し

た。 

３ 会社設立後における労使関係等について 

⑴ 会社設立後、国労から、会社を被申立人とする不当労働行為救済申立

てが相次いでなされ、当委員会は、会社職制の脱退勧奨発言（昭和62年

（不）第39号事件、平成元年８月31日命令）、鉄道本来業務以外の関連事

業部門への配属（昭和62年（不）第59号、同63年（不）第14号及び同第

20号併合事件、平成元年12月27日命令）、組合ビラ配布者に対する夏季手

当減額査定（昭和63年（不）第39号事件、平成２年２月21日命令）、国労

バッジ着用者に対する会社の訓告処分等（平成２年（不）第49号事件、

同５年５月24日命令）につき、いずれも不当労働行為と判断し、救済命

令を発した。 

  会社は、これらの命令を不服として、中央労働委員会に対し再審査の

申立てを行い、いずれも本件審問終結時現在再審査係属中である。 

⑵ 平成３年10月発行の会社社内報「ＪＲ東海」において、会社人事部人

事課Ｙ２は、「現業のリーダーである管理者は同時に労働組合員としての

側面をもつ人が多い。管理者と組合員の立場を厳格に区別することは当

然であるが、反面、会社と組合の２つのパイプの両方に関与しているこ

とを活かし、労使関係の接点として機能することが期待される」との意

向を表明した。 

  所長・助役クラスの管理者は、国鉄時代には労働組合の組合員資格を

有しないとされていたが、会社設立後、組合員資格を有するとされるよ

うになり、本件審問終結時現在、本件施設系統職場の管理者全てがユニ

オンの組合員となっている。 

⑶ 平成４年１月22日、会社は、会社内最大労組であったＪＲ総連傘下の

東海旅客鉄道労働組合（以下「ＪＲ東海労組」という）及び鉄産労傘下

の東海鉄道産業労働組合（以下「東海鉄産労」という）と、①国鉄改革

の理念に基づく労使の協力、②争議権の行使に至ることのない建設的で

平和的な労使関係の確立、③経営協議会制度の確立などを内容とする「新

宣言」を締結した。 

  同月、会社は、この「新宣言」について逐条解説を施した社内広報紙

「おれんじ」特集号を作成し、全社員に配布した。 

⑷ 平成５年３月、ＪＲ東海労組は、東海鉄産労に所属していた大部分の

組合員とともに、ユニオン（結成時の組合員数約１万7,400名）を結成し

た。同時点の会社における国労の組織状況は、約2,200名であった。 

  なお、会社は、会社内の労働組合であるユニオン、旧東海鉄産労及び

国労をそれぞれ１組、２組及び３組と呼ぶ。 

⑸ 平成５年４月発行の社内報「ＪＲ東海」において、会社常務取締役・

総合企画本部長Ｙ３は、「鉄道の健全運営を堅持するためには、安定的・
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協調的かつ常識的な労使関係をより強固にすることが大切です。社員の

大多数を組織するＪＲ東海ユニオンが新たにスタートしたわけですが、

「新宣言』を基軸とした労使関係がＪＲ東海労組と東海鉄産労の統一に

よりさらに充実し、発展していくことになり、大変大きな意義があると

思います」との意向を表明した。 

４ 本件申立てに係る具体的事実について 

⑴ 現業の職制の職務及び権限等について 

ア 職制の職務 

(ア ) 会社では、「現業」、「非現業」という呼び方がされることがあり、

「現業」は現場において実際に作業を担当する社員を、「非現業」

はそれらを除いたいわゆる管理部門の社員を指すものとされている。

関西支社においては、大阪及び京都保線所、大阪設備所などの現場

（以下、保線所関係の現場を「現業職場」という）で働く社員が「現

業」と位置づけられ、施設課など現場を統括する管理部門（以下「非

現業職場」という）で働く社員が、「非現業」と位置づけられてい

る。 

(イ ) 会社は、所長・助役クラスを現場における管理者と位置づけてい

る。 

  所長は、現場の業務全体を統括する現場長として社員を管理し、

一時金、昇進、配転などの判断資料となる人事考課、社員の職務

分担の指定、職場規律違反の点検等を行っている。また、助役は、

庶務・経理、契約・用地、計画、土木等自己の担当する業務に関

し、部下の日常の仕事の監督、指導等を行い、所長を補佐するほ

か、人事考課の第一次査定を行う権限を有している。 

イ 昇進 

(ア ) 会社は、昇進規程に基づき、最下位の１等級から９等級まで、さ

らにその上位に管理１級から同４級までの社員等級を設け、系統及

び等級ごとに昇進試験を実施している。 

  現業の昇進については、上位の職名・等級に昇進するＡ試験（筆

記試験、面接試験、人事考課）と、同一職名で上位の等級に昇進す

るＢ試験（面接試験、人事考課）が実施されている。 

  ところで、会社の現業職場においては、８等級以上の者が現業管

理者とされ、助役以上の管理者がこれに相当する。この８等級に昇

進するためのＡ試験（以下「助役試験」という）は、通常７等級に

なり３年を経過したものが受験できるが、特に成績が優秀である社

員については、受験可能勤続年数が短縮される制度がある。現業職

場においては、この短縮制度は、所長より関西支社管理部人事課（以

下「人事課」という）に推薦された社員につき、本社の短縮審査委

員会の議を経て、本社人事部長が適否を決定することとなっている。 

  なお、非現業については、６等級から７等級に昇進するＢ試験を
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課される以外は、日ごろの人事考課のみで昇進が決定されている。 

(イ ) 人事考課の査定項目には、業績評定として仕事の質、量など４項

目、勤務態度評定として規律維持、責任感など５項目、能力評定と

して業務知識、技能、判断力などの６項目がある。この査定は、助

役によって第一次の査定、所長によって最終の査定が行われ、各現

場で段階評価された各社員の調書は、施設課を経由し、人事課へ送

付されている。 

  なお、昇進試験に係る面接試験の際には、この段階評価が予め記

入された面接試験調書が人事課によって作成され、面接者のために

用意される。 

(ウ ) 京都保線所における平成５年度のＢ試験合格状況をみると、２等

級から３等級への昇進試験については、分会員の受験者はなく、ユ

ニオン組合員では受験者２名中２名合格、４等級から５等級への昇

進試験については、分会員では受験者６名中２名合格、ユニオン組

合員では受験者５名中５名合格、６等級から７等級への昇進試験に

ついては、分会員では受験者４名中１名合格、ユニオン組合員では

受験者２名中２名合格という結果であった。 

(エ ) 会社発足後、助役試験に合格した分会員はなく、平成４年には京

都保線所の分会員Ｘ４、同５年には大阪保線所の分会員Ｘ５が受験

したが、いずれも不合格であった。 

  なお、助役試験につき受験可能勤続年数の短縮の推薦を受けたＸ６

（以下「Ｘ６」という）は、同２年７月に国労を脱退、その後、Ｊ

Ｒ東海労組（後のユニオン）に加入し、１回で同試験に合格した。 

  また、Ｘ７（以下「Ｘ７」という）は、３回不合格となった後、

同３年11月に国労を脱退しユニオンに加入、１回不合格となった後、

助役試験に合格した。 

ウ 期末手当の査定 

(ア ) 会社の賃金規程には、社員に期末手当として毎年６月に夏季手当

を、また、12月に年未手当を支給すること、その支給額は「基準額

×（１－期間率±成績率）＝支給額」の算式により算定されること、

及び、夏季手当については、前年10月１日から３月31日までの間、

年末手当については、４月１日から９月30日までの間を調査期間と

し、勤務成績が良好と認められた者は10％もしくは５％増額、出勤

停止処分を受けた者は10％減額、減給・戒告・訓告を受けた者、及

び勤務成績が良好でないと認められた者は５％減額されることが定

められている。 

  また、期末手当の基準額は、組合との団交で決定される。 

(イ ) 現業職場における成績率の査定にあたっては、施設課長が、各社

員の勤務状況につき所長からヒアリングを行い、その結果を人事課

に報告している。 
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エ 職場規律違反の点検 

  会社は、国労組合員が勤務時間中に国労バッジを着用することは服

装規定違反であり、国労マークの入ったボールペンやベルト等の着用

は服装規定には違反しないが好ましくないものとして、着用者に対し

取り外すよう注意を行っている。 

オ 総合現場長会議 

(ア ) 総合現場長会議は、関西支社が主宰する管内の保線所長、設備所

長等の会議で、施設系統関係の業務方針等が指示・伝達される。平

成４年６月４日、総合現場長会議において、同支社管理部長は、「個

別社員管理について、全体的な話より、個々の具体的な話を聞きた

い。抽象論は必要ない」という趣旨の発言を行った。工務部長は、

「社員管理について、規則を守れない社員・しがらみを脱皮できな

い社員に対しては、ハードルで管理していく」という趣旨の発言を

行った。また、施設課長Ｙ４（以下「Ｙ４施設課長」という）は、

「４年度は事故防止と社員管理の二本立てで進む、新卒のガードが

目標である」との発言を行った。 

(イ ) 平成４年６月30日、総合現場長会議において、現業職場における

問題点が話し合われ、Ｙ４施設課長は、「若手社員に対し３組から

のアプローチはないか」、また、「今後の取組みとしてノミニケーシ

ョンを活用する」との発言を行った。 

⑵ 施設課をめぐる状況について 

ア 分会施設課班の消滅 

  分割・民営化後の大阪管理部（後の関西支社）施設課には、７名の

国労組合員が所属し、分会施設課班（以下「施設課班」という）を構

成していたが、昭和63年３月及び同年６月に全員が国労を脱退、ＪＲ

東海労組に加入したため、施設課班は消滅した。 

イ 国労脱退に至る状況 

  分会役員Ｘ８は、施設課班のＸ９（以下「Ｘ９」という）から、同

人の脱退直前に、国労組合員でいるのが辛い、国労組合員でいると決

裁書類になかなか印鑑を押してもらえない旨の相談を、また、予算事

務を担当していた同班のＸ10（以下「Ｘ10」という）から、赤字を出

せば担当者が穴埋めしないといけないと言われており、このままでは

国労におれない旨の相談を受けた。 

  また、当時の分会執行委員長Ｘ11は、Ｘ10から、国労組合員でいる

と決裁書類になかなか印鑑を押してもらえないし、脱退させてほしい

旨の相談を受けていた。 

  さらに、同時期、当時の分会副執行委員長Ｘ12は、Ｘ９、Ｘ10及び

同班のＸ13から、何とか国労から抜けさせてほしい旨の相談を受けて

いた。 

⑶ 大阪保線所をめぐる状況について 
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ア 分会員の減少 

(ア ) 大阪保線所における国労組織率は、会社発足後の昭和62年10月に

は、要員96名のうち71名が在籍し、７割を超えていたが、その後減

少傾向をたどり、他方ユニオンの組合員は増加した。平成５年６月

１日には、要員88名中、分会員43名に対しユニオン組合員は44名と

なって両者の組織人員は逆転し、国労組織率は過半数を割った。 

  なお、ユニオン組合員44名の内訳をみると、管理者が19名、新規

採用時に加入した者が13名である。 

  分会は、国鉄時代の現場協議に代わるものとして、安全衛生委員

会を重視し、職場改善のための労使交渉の場と位置づけ、労働者委

員を送り出していたが、同保線所において国労の組織率が過半数を

割ったことによってその推薦権を失った。なお、安全衛生委員会は、

労働者の危険防止対策等につき労働安全衛生法により設置が義務づ

けられているもので、当該事業場において過半数を有する労働組合

に労働者委員の推薦権が認められており、同委員は事業者に対し意

見を述べることができることとなっている。 

(イ ) 昭和63年２月から平成５年６月の間の大阪保線所における転入・

転出状況をみると、分会員が、転入６名、転出26名、退職５名で差

引25名の減、ユニオン組合員が転入64名（うち新規採用者22名）、

転出31名、退職７名で差引26名の増となっている。 

イ 国労脱退の状況 

(ア ) 昭和63年10月から平成３年11月までの間に、Ｘ14ら６名の分会員

が、大阪保線所から非現業職場への配転と相前後して、国労を脱退

した。 

(イ ) 平成５年５月29日、分会書記長Ｘ15（以下「Ｘ15書記長」という）

は、分会員Ｘ16（以下「Ｘ16」という）から、配転前に国労を脱退

するよう施設課から指示があった旨の相談を受けた。Ｘ15書記長が、

施設課の誰から言われているのか尋ねたところ、Ｘ16は、その答え

だけは勘弁してほしい旨答えた。さらに、Ｘ15書記長が、Ｘ16に対

し、人間関係もあるだろうから考え直したうえ、施設課ともう一度

相談してきたらどうかと話したところ、翌30日、同人から、施設課

と相談したが脱退してこないとだめだと言われた旨の回答があった。

その後、Ｘ16は、同年６月１日付けの非現業職場への配転と同時に

国労を脱退した。 

(ウ ) 平成５年６月１日付けで、分会員Ｘ17（以下「Ｘ17」という）は、

大阪保線所から、国労の組織率の低い関西支社管外の米原保線所へ

配転となった後、国労を脱退し、ユニオンに加入した。 

(エ ) 平成元年６月、分会員Ｘ18（以下「Ｘ18」という）は、大阪保線

所から非現業職場に配転となり、また、その後同２年４月、京都保

線所に配転となった。なお、同人は、国労を脱退していない。 
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⑷ 大阪設備所をめぐる状況について 

ア 国労脱退の状況 

(ア ) 平成４年６月、分会員Ｘ19が、大阪設備所から非現業職場への配

転と同時に、国労を脱退した。 

(イ ) 平成５年５月20日ごろ、Ｘ15書記長及び大阪設備所に勤務する分

会執行委員Ｘ20（以下「Ｘ20執行委員」という）は、分会員Ｘ21（以

下「Ｘ21」という）から、以前から東京、静岡、名古量など遠方へ

の配転を言われているが家庭の事情から断り続けていたところ、非

現業職場への配転前に国労を抜けるよう大阪設備所助役に言われた

ので、国労を抜けることを許してほしい旨の相談を受けた。同月、

Ｘ21は国労を脱退し、その直後の６月に、非現業職場へ配転になっ

た。 

イ 大阪設備所所長の発言について 

(ア ) 平成５年５月13日午後７時ごろ、大阪設備所所長Ｙ５（以下「Ｙ５

所長」という）は、分会員Ｘ22（以下「Ｘ22」という）と飲食を供

にした際、同人に対し、「ＡグループにいるよりＢグループにいる

方が君のためになる」、「仕事及びその他のことで、何かを天秤にか

けた場合、Ａ、Ｂどちらを選択するといったら、Ｂを選択しますよ」

と発言した。 

(イ ) 平成５年６月４日、Ｙ５所長は、前記 (ア )の発言につき抗議に赴い

たＸ15書記長に対し、今後も同様の発言をするかもしれないし、し

ないかもしれない、私もユニオンの組合員だから時間外だったらす

ることがあるかもしれないが、私など他の人に比べてやり方が非常

に弱いと思っている旨発言した。 

⑸ 京都保線所をめぐる状況について 

ア 分会員の減少 

(ア ) 京都保線所における国労組織率は、会社発足後の昭和62年10月に

は、要因94名のうちで73名が在籍し、８割に近かったが、その後減

少傾向をたどる一方で、ユニオンの組合員は増加した。平成５年６

月１日時点では、要員77名中、分会員40名に対しユニオン組合員37

名となり、国労組織率は約52％となった。 

  なお、ユニオン組合員37名の内容をみると、管理者が11名、新規

採用時に加入した者が８名である。 

(イ ) この期間の京都保線所における転入・転出状況をみると、分会員

が、転入６名、転出10名、退職３名、脱退９名で差引16名の減、ユ

ニオン組合員が、転入18名（うち新規採用者11名）、転出５名、加

入９名で差引22名の増となっている。 

イ 国労脱退の状況 

(ア ) 平成５年５月27日ごろ、分会副執行委員長Ｘ３は、複数の分会員

の態度を不審に思い、分会員Ｘ23（以下「Ｘ23」という）に対し、
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国労脱退の噂を聞くがどうなのか尋ねたところ、既に脱退届を提出

した旨の返答があった。 

(イ ) 平成５年６月１日付けで、Ｘ23を含む６名の分会員が、一斉に国

労を脱退した。 

  これらの分会員は全員、同５年度夏季手当支給に際し、増額の査

定を受けていた。なお、同手当につき増額査定を受けた者は、分会

員が48名中16名、ユニオン組合員である一般社員が18名中９名、ユ

ニオン組合員である管理者が10名中10名であった。また、同年11月、

上記６名の脱退者のうち、Ｘ24（以下「Ｘ24」という）が海外研修

に派遣された。 

(ウ ) 平成５年６月１日付けで、分会員Ｘ25（以下「Ｘ25」という）が、

非現業職場に配転となり国労を脱退、ユニオンに加入した。 

  また、昭和63年10月から平成４年３月までの間では、Ｘ26ら５名

の分会員が、京都保線所から非現業職場に配転となり国労を脱退し

ていた。 

(エ ) 平成５年６月１日付けで、分会員Ｘ27（以下「Ｘ27」という）及

び同Ｘ28（以下「Ｘ28」という）が、国労の組織率の低い米原保線

所へ配転となり、その後、国労を脱退した。 

ウ 京都保線所所長らの言動 

(ア ) 平成４年８月26日、京都保線所計画助役Ｙ６は、分会員Ｘ29（以

下「Ｘ29」という）に対し、同人が着用していたベルトの国労マー

クを指さし「これは具合が悪いんじゃないか」と注意を行った。 

(イ ) 平成４年９月２日、京都保線所所長Ｙ７（以下「Ｙ７所長」とい

う）は、Ｘ29に対し、国労マーク付きのベルト着用は就業規則に違

反しており、助役らは関西支社に報告すると言っているが私が止め

ている。ベルトを外すのなら関西支社には報告しない旨発言した。 

(ウ ) 平成４年10月１日付けで、分会は、Ｙ７所長に対し、ベルトに国

労マークが付いていることで、個人に対し外すよう厳しく注意を行

うことは、個人の嗜好への介入であり国労敵視である旨抗議する通

知書を送付した。 

⑹ その他 

ア 業務配置に関する取扱い 

  平成４年３月１日当時、京都保線所の計画係には、Ｘ18、Ｘ30、Ｘ31

ら４名の分会員が配置されていたが、人事異動により同５年６月１日

には同係の分会員はＸ31１名になった。 

イ 新規採用者に対する会社の対応 

(ア ) 会社は、大卒者の新規採用を昭和63年４月から、高卒者の新規採

用を平成３年４月から開始した。 

  新規採用者は、入社式の後、鉄道学園で２か月間研修し、現場教

育に出て、再び同学園に戻るという形で新規採用者研修を受けてい
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る。 

(イ ) 会社は、新規採用者２、３名につき１名の先輩社員を配置し、３

年間、実務のフォローを行わせるアドバイサリー制度を設け、大卒

者をアドバイサリーに任命しているが、分会員でアドバイサリーに

任命された者はいない。 

  また、会社は、大阪保線所での、平成５年４月の高卒新規採用者

４名に対する現場教育に際し、同人らを分会役員のいる係に配置し

なかった。 

  なお、分会員に大卒者はいない。 

(ウ ) 分会員が在籍する職場の新規採用者の組合加入をみると、入社時

ではないが京都保線所において１名が国労に加入したほかは、全員

ユニオンに加入している。 

ウ 日誌のコピー 

(ア ) 申立人は、当委員会に対し、京都保線所の業務について記された

と推測されるノートをコピーした全40ページの文書（以下「日誌の

コピー」という）を証拠書類として提出した。申立人は、この日誌

のコピーは、平成５年７月下旬、匿名で、新幹線支部に対し郵送さ

れてきたものであるとする。 

(イ ) 日誌のコピーの最初のべ一ジには、京都保線所の平成４年度の安

全衛生委員会、広報委員会等の各委員会メンバーが記された表があ

り、２べ一ジ以降には、京都保線所の庶務関係の管理者が同人の業

務について記したと思われる事項が記載されている。これらの事項

は、３べ一ジの同４年６月23日の出来事と思われる記述から、最終

ペ一ジの同５年７月22日の助役会議に関する記述と思われるものま

で、概ね日付順に並んでいる。 

  日誌のコピーに見られる体裁は、毎年末に様々な取引先から会社

職場に持ち込まれ、社員が任意に取得し利用しているノ－トのうち、

会社の下請会社である株式会社「関西新幹線サービック」の製作し

たノートと同一のものである。 

(ウ ) 申立人は、日誌のコピーの記載内容及び筆跡から、同コピーは京

都保線所の庶務助役でありユニオン組合員であるＹ８（以下「Ｙ８

助役」という）が記したものであるとする。 

(エ ) しかし、日誌のコピーは、①原本の存在が確認されておらず、原

本を正写したものと認定できないこと、②平成５年１月12日の出来

事が記されたと思われるページの前ページに、同６年２月のスケジ

ュールを記入するための枠があることから、原本を編集加工したも

のである可能性を否定できず、また、記載の大半が断片的な記述で

あって出来事が具体的に表わされていないこと、から記述の内容も

確定できないので、事実認定の資料としては信憑性に欠けるものと

言わざるを得ない。 
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５ 請求する救済の内容 

  申立人が請求する救済の内容の要旨は、次のとおりである。 

⑴ 会社は、大阪保線所、京都保線所、大阪設備所の所長・助役などの管

理職をして、申立人組合員に対し、非現業職場への配転、昇格、昇給、

期未手当の査定など人事上で有利に取り扱うことをほのめかすなどの手

段を用い、申立人組合からの脱退を求める行為をしてはならない。 

⑵ 陳謝文の手交及び掲示 

第２ 判断 

１ 申立人の主張要旨 

  会社は、国労を嫌悪し国労組織の弱体化を図るため、新規採用者の国労

加入を妨害したり、また、大阪保線所、京都保線所、大阪設備所の所長、

助役などの管理者をして、申立人組合員に対し、非現業職場への配転、昇

進、昇給、期末手当の査定など人事上の取扱いを有利にすることをほのめ

かすなどの手段を用いて、組織的に国労から脱退するよう工作させるなど、

申立人組合に対する支配介入を行っている。 

  これを具体的に列挙すれば、以下のとおりである。 

⑴ ユニオン組合員配属等による国労弱体化工作について 

ア 会社は、現業職場において過半数を占める労働組合に推薦権が認め

られる安全衛生委員につき国労の推薦権を失わせるため、国労組織率

の過半数割れを企図し、新規採用者の国労加入を妨害しユニオンに加

入させたうえ、彼らを現業職場に配置する意図的な人事異動を行って

いる。 

イ 会社は、入社式の後、ユニオンの幹部にだけ新規採用者に接触する

機会を与え、ユニオンへの加入を奨励するとともに、分会役員のいる

係には研修生を配置しないこと、また、新規採用者の実務を３年間フ

ォローするアドバイサリーに分会員を任命しないことなどにより新規

採用者の国労加入を妨害している。 

  大阪保線所では、この会社の国労加入妨害により新規採用者は全員

ユニオンに加入している。 

  これらの会社の行為が、不当労働行為意思を持って組織的に行われ

ていることは、平成４年６月４日及び同月30日開催の総合現場長会議

において、Ｙ４施設課長によって、新規採用者の国労加入妨害を示唆

する発言がなされていることからも明らかである。 

ウ 会社は、新規採用者を中心とするユニオン組合員を配属することに

よって、大阪保線所においては、昭和63年２月から平成５年６月まで

の間に、分会員は25名減、ユニオン組合員は26名増、京都保線所にお

いては、昭和62年10月から平成５年６月までの間に、分会員は16名減、

ユニオン組合員は22名増となる意図的な人事異動を行った。 

  また、会社は、京都保線所において、保線所業務の中で特に重要な

業務を担当し保線所の中枢とされる計画係から分会員を排除する意図
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的な人事異動を行った。 

⑵ 管理者の言動による脱退工作について 

ア 会社は管理者をして国労組合員に接近させ、昇進や期末手当におけ

る有利な査定、非現業職場への栄転等を餌に国労脱退を決意させ、配

転と同時に国労を脱退させるなどの工作を行わせている。 

イ 会社は、脱退工作をかける対象者を絞り込み、管理者をして個別に

酒席に誘わせて国労脱退を働きかける工作を、「ノミニケーション」

と称し組織的に行っている。このことは、平成４年６月30日開催の総

合現場長会議において、Ｙ４施設課長が、今後の取組みとして「ノミ

ニケーションの活用」を奨励する旨の発言をしていることからも明ら

かである。例えば、同５年６月１日付け人事異動の時期に国労を脱退

した京都保線所のＸ32は、上司と一杯飲みに行くと必ず意識改革の話

が出るのでいやである旨愚痴をこぼしていた。 

  また、同５年５月13日、Ｙ５所長は、Ｘ22を酒席に誘い、同人に対

して、「ＡグループにいるよりＢグループにいる方が君のためになる」、

「仕事及びその他のことで、何かを天秤にかけた場合、Ａ、Ｂどちら

を選択するといったらＢを選択しますよ」との脱退勧奨発言を行って

おり、同年６月４日に、Ｘ15書記長がこの発言に抗議したところ、同

所長は、時間外なら今後もやると発言している。 

⑶ 管理者の嫌がらせによる脱退工作 

  非現業職場でエリート部門である施設課には、分割・民営化後７名の

分会員がいたところ、会社は、管理者をして、日常業務において分会員

に対しては決裁書類に印鑑を押さない嫌がらせ等の脱退工作を行わせ、

昭和63年３月に６名、同年６月に１名を国労から脱退させ、ＪＲ東海労

組（現ユニオン）に加入させた。 

  また、京都保線所においては、平成４年８月ごろから、Ｙ７所長らの

管理者が、国労マークの入ったベルトの着用者に対し執拗に注意するな

どの嫌がらせを行っている。 

⑷ 昇進や有利な査定を示唆する脱退工作 

ア 会社は、昇進に関して国労組合員を差別しており、分割・民営化後、

分会員で助役試験に合格した者は皆無である。こうして、会社は、国

労に所属していては助役になれない雰囲気を職場内で醸成したうえ、

管理者をして、脱退工作の対象となる分会員に対し、国労に留まって

いては同試験に合格しないことを示唆させ、平成２年にＸ６を、同３

年にＸ７を国労から脱退させた。 

  会社が、昇進に関し国労組合員を不当に差別していることは、京都

保線所における平成５年度Ｂ試験の合格者状況をみると、分会員の合

格率がユニオンの組合員に比べて著しく低くなっていることから明白

である。 

イ 会社は、期末手当の査定にあたり、国労組合員を一般的に不利益に
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取り扱ったうえ、管理者をして、脱退工作の対象となる分会員に対し、

同査定で有利に取り扱うという条件を提示させ、それと引き換えに国

労を脱退させている。この結果、平成５年６月１日付け人事異動に際

し、京都保線所において、Ｘ23、Ｘ24、Ｘ32ら６名の分会員を国労か

ら脱退させた。 

  また、会社は、海外研修を国労脱退の見返りとして利用しており、

同年11月に、Ｘ24を海外研修へ派遣した。 

⑸ 非現業職場や他の事務所への配転を手段とする脱退工作 

ア 会社は、管理者をして、エリート部門である非現業職場への配転を

ほのめかし、国労脱退を勧奨する工作を行っている。この結果、大阪

保線所では、昭和63年10月から平成５年６月までの間に、Ｘ16ら７名

の分会員を国労から脱退させ、また、京都保線所では、同期間に、Ｘ25

ら６名の分会員を国労から脱退させた。さらに、大阪設備所では、平

成４年６月から同５年５月までの間に、Ｘ21ら２名の分会員を脱退さ

せた。 

  他方、会社の意図に反し、非現業職場への配転後国労を脱退しなか

ったＸ18については、９か月で現業職場である京都保線所へ戻してお

り、このことから非現業職場への配転を脱退工作の手段としている会

社の意図が窺える。 

イ 会社は、国労の組織率の低い他の事業所へ分会員を配転し、国労組

合員と隔離することで国労脱退を決意させる工作を行っている。この

結果、平成５年６月、大阪保線所のＸ17並びに京都保線所のＸ27及び

Ｘ28を国労の組織率の低い米原保線所へ配転し、国労を脱退させ、ユ

ニオンに加入させた。 

  以上のように、会社は、人事異動により、または管理者に組織的か

つ継続的な国労脱退工作をさせることにより、国労の弱体化を図って

いる。これは申立人組合に対する支配介入であり、不当労働行為に該

当する。この状態を放置すれば申立人組合は甚大な打撃を受けるので、

会社のかかる行為の禁止を求める。 

２ 被申立人の主張要旨 

  会社が国労を嫌悪し、管理者をして組織的に国労脱退を働きかけさせて

いるような事実は全くない。会社は、すべての労働組合に対し中立的立場

を堅持しており、労働組合間の組合員獲得競争に手を貸すことはない。現

業職場における国労の組織率が低下した事実があったとしても、それは、

社員個人の労働組合選択の自由の結果であって、以下のとおり、会社は国

労組織の弱体化を狙った意図的な人事異動などを行ってはいない。 

⑴ ユニオン組合員配属等による国労弱体化工作について 

ア 新規採用者の配属は、全般的な知識を深めてもらうことを主眼とし

て行っている。大阪保線所において、新規採用者の配属先に分会役員

がいなかったのはたまたまであり、役員でない分会員はどの係にも在
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籍している。また、アドバイサリーにユニオンの組合員が付いている

のは、アドバイサリーには大卒者を任命しており、分会員に大卒者が

いなかっただけのことである。大阪保線所において新規採用者が全員

ユニオンに加入しているのは、会社の国労加入妨害によるものではな

い。現に他の現業職場においては、２名の新規採用者が国労に加入し

ている。 

  また、平成４年６月４日開催の総合現場長会議において、Ｙ４施設

課長から、新規採用者の事故防止や健康管理に注意を促す発言がなさ

れ、また、同月30日開催の同会議中、業務上の問題点と連絡事項につ

いて話し合われたことはあるが、国労への加入妨害を示唆する発言は

いずれにおいてもなされていない。 

イ 施設系統の社員の人事異動の手続きは、施設課が、主管課として施

設系統内の関係箇所と調整を行った結果を人事課に報告し、これに基

づいて同課が行っており、適材適所の配置のほか、社員の能力向上、

技術力の継承を主目的に、非現業と現業職場の相互間で人事交流を行

い、それぞれの職場の活性化を図ることを主眼としている。関西支社

の施設系統に従事する社員のうち、昭和62年10月以降、現在まで、人

事異動を経験したことがある者は約６割に達しており、所属組合を考

慮していてはとても人事異動など行えない。 

  したがって、会社は、所属組合に関係なく人事異動を行っており、

新規採用者を配属すれば、それに伴って以前からいた社員に人事異動

が生じるのは当然のことで、現業職場における国労組織率の過半数割

れを意図して人事異動をしたことはない。 

  また、保線所の業務はいずれも非常に重要であって、計画係が中枢

であるとは言えず、会社が、京都保線所において、分会員であるがゆ

えに計画係に配属しなかった事実はない。 

⑵ 管理者の言動による脱退工作について 

  会社内で「ノミニケーション」という言葉は余り使われていないが、

上司と部下が意思疎通を図るため、勤務時間外に一杯飲んだり食事をし

たりすることは有り得ることで、特に非難されることではない。 

  平成５年５月13日、Ｙ５所長は、Ｘ22と食事をしたが、そのときの話

の内容は大阪設備所における社員旅行のことであり、Ａグループにいる

よりＢグループにいる方がためになるなどの発言はしていない。また、

現場の所長や助役は、労働協約に基づき組合員資格を有しており、ユニ

オンの組合員として所長らが、時間外にどのような組合活動をしている

かについて、会社は関知しない。仮にＹ５所長がユニオンへの勧誘を行

ったとしても、勤務時間外であること、会社の施設外であること、職務

上の利益誘導をしないということであれば何ら問題はないと考える。 

⑶ 管理者の嫌がらせによる脱退工作について 

  施設課にいた７名の分会員が所属組合を変更したのは、当人らの個人



- 16 - 

的考えに基づく労働組合選択の自由の結果によるもので、会社が関与し

たり指示したことは全くない。施設課において、管理者が分会員の作成

した書類に印鑑を押さない嫌がらせをしたとの主張については、仮にも

そうしたことがあったとすれば困るのは会社であり、そういう事実は全

くない。なお、非現業は支社長のスタッフ、現業は保守管理を実行する

ところで、非現業職場で計画をして現業職場で実行する関係にあり、現

業・非現業職場間の人事異動は頻繁に行われていて、非現業職場での経

験を生かし現業職場の仕事をすることもあれば、その逆の場合もある。 

  したがって、非現業職場であるからといって施設課がエリート部門で

あるとは言えないし、非現業職場に国労組合員がいたからといって何の

不都合もない。 

  また、国労組合員が、勤務時間中に国労バッジを着用することは服装

規定違反である。国労マークの入ったベルトやボールペン等いわゆる国

労グッズについては、服装規定には違反しないが、組合活動の一環であ

り好ましくないと考えるので、目に余る場合は管理者が注意することは

ある。 

⑷ 昇進や有利な査定を示唆する脱退工作について 

ア 昇進に関しては、昇進規定の定めにより、年間の昇進計画数を公表

したうえ競争試験が行われている。したがって、昇進は制度的に確立

しており、労働組合間で差別が生じる余地はない。 

  会社は、労働組合別の合格比率を調査したことはなく、京都保線所

における平成５年度Ｂ試験合格者状況のように、受験者数が少なけれ

ば合格者数の若干の変動で比率が大幅に変動するものであるから、こ

うした比率を問題にしても意味がない。 

イ 期末手当については、賃金規程の定めにより、組合と団交で決定さ

れた基準額に期間率や成績率が加味され、個人の支給額が決められて

おり、同手当の支給につき国労組合員が差別されているという主張に

は全く根拠がない。 

  成績率には、調査期間内の勤務成績等によって、10％若しくは５％

の増率、減率があり、期末手当の支給前に、各部署から個々人の調査

対象期間中の勤務状況が主管課を経由して人事課に報告されたうえ、

同課で個々人の成績が決定されており、勤務時間外の事柄や所属組合

は考慮対象外である。 

⑸ 非現業職場や他の事業所への配転を手段とする脱退工作について 

  前期⑴イ主張のとおり、人事異動は所属組合に関係なく行われており、

配転によって、国労からの脱退工作を行っているという申立人の主張は

全くの的外れである。 

  また、前記⑶主張のとおり、非現業職場がエリート部門とは言えず、

非現業職場への人事異動が出世コースであるとは言えない。社員が非現

業職場に異動して所属組合を変更した例はあるが、どの組合に所属する
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かは個人の自由であり、非現業職場へ異動する際に国労を脱退する必要

はない。 

  Ｘ18を非現業職場から京都保線所へ異動したのは、300系車両の速度向

上という社内初めての施策を遂行するにあたり、作業計画に熟練してい

る同人の技術が必要だったためである。 

  以上のとおり、会社は何ら不当労働行為を行っていない。 

３ 不当労働行為の成否 

⑴ ユニオン組合員配属等による国労弱体化工作について 

ア 前記第１．２認定によれば、国鉄の分割・民営化以前、既に国鉄と

国労の対立が激化しており、国鉄の分割・民営化の施策に関して、国

労がこれに反対した結果、国鉄と国労の対立はより尖鋭化するに至っ

たことが認められる。 

  また、会社が発足した昭和62年４月以降の国労と会社との関係につ

いてみると、前記第１．３認定のとおり、会社は、会社内の最大労組

であるＪＲ東海労組（現ユニオン）との間では、協調関係を「新宣言」

の締結で確認したうえ、その逐条解説を全社員に配布し、更に、会社

取締役が、ユニオンの発足によって、「新宣言」を基軸とした労使関

係がさらに充実、発展していく旨を社内報で全員に周知しようとして

おり、一方、国労は、会社を被申立人とする不当労働行為救済申立て

を相次いで行っていたことから、会社の経営方針を受け入れようとし

ない国労と会社は厳しい対立関係にあったことが認められる。 

イ 申立人は、会社が、新規採用者の国労加入を妨害しユニオンに加入

させたうえ、現業職場に所属することで国労組織の弱体化を図ってい

る旨主張する。 

  前記ア判断の会社と国労間の労使事情の下、前記第１．４⑶ア及び

同⑸ア認定のとおり、大阪保線所及び京都保線所で、新規採用者の配

属後、分会の組織率の低下がみられる状況の中においては、申立人が、

前記第１．４⑴オ (ア )及び (イ )認定の「新卒のガードが目標である」、「若

手社員に対し、３組からのアプローチはないか」とのＹ４施設課長の

発言をとらえ新規採用者の国労加入妨害を示唆した発言と解し、分会

の組織率の低下が会社の新規採用者に対する国労加入妨害の結果であ

るとの疑念を持ったことにも無理からぬものがある。 

  しかしながら、会社がユニオンの役員にのみ新規採用者に接する機

会を与えている旨の申立人主張については、これを裏づける事実の疎

明はなく、前記第１．４⑹イ (イ )認定のとおり、会社が、アドバイサリ

ーに分会員を指名しなかったことは認められるものの、会社の主張す

る大卒者をアドバイサリーとして任命しているため大卒者のいない分

会役員はアドバイサリーになっていないとの点については、それが不

合理であるとは直ちに言えず、また、アドバイサリーによって国労加

入妨害が具体的に行われている旨の疎明もない。 
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  更に、同認定のとおり、会社が、大阪保線所において分会役員のい

る係に研修生を配置しなかったことは認められるものの、そのことが

直ちに国労加入妨害であると認めるには足りない。 

  したがって、申立人主張の事実関係からは、新規採用者に対する国

労への加入妨害が、会社により組織的に行われているとまでは断定で

きない。 

ウ 次に、前記第１．４⑹ア認定によれば、京都保線所の計画係におい

て、平成４年３月１日当時は４名配属されていた分会員が、翌５年６

月１日に１名になったことは認められるものの、この事実のみをもっ

て、国労組合員を重要な業務から排除する意図的な人事異動が、会社

により組織的に行われているとまでは断定できない。 

⑵ 管理者の言動による脱退工作について 

ア 会社が管理者をして分会員を酒席に誘わせ脱退を働きかける工作を

行っている旨の申立人の主張については、前記第１．４⑴オ (イ )認定の

とおり、Ｙ４施設課長によって、今後の職場での取組みとしてノミニ

ケーションを活用する旨の発言が行われていることは認められるもの

の、この発言をもって直ちに、会社による組織的な脱退工作が行われ

ているとすることはできない。 

イ そこで、次にＹ５所長のＸ22に対する発言について検討するに、同

所長は、前記第１．４⑷イ認定によれば、平成５年５月13日、Ｘ22に

対し、ＡグループにいるよりＢグループにいる方が君のためになる旨

発言し、更に、この発言については、後にＸ15書記長が抗議に赴いた

際、他の管理者に比べ自分のやり方は非常に弱いと思っている旨述べ

ていることが認められる。これらからすれば、Ｙ５所長の上記発言は、

国労脱退を示唆したものと解される。 

  会社は、現場の所長や助役は労働協約に基づき組合員資格を有して

おり、ユニオンの組合員として行った組合活動に会社は関知せず、仮

にユニオンへの勧誘が行われても、勤務時間外であること、会社の施

設外であること、職務上の利益誘導をしないということであれば何ら

問題ないと主張する。 

  しかし、前記第１．４⑴ア (イ )及びイ (イ )認定のとおり、所長及び助役

は、業務全体を統括し社員管理を行う現場の最高責任者及びこれを補

佐する者であり、人事課に提出する人事考課につき、助役は第一次査

定、所長は最終の査定をする権限を有するものである。 

  したがって、このような地位にある所長や助役が、分会員に対し、

国労脱退が人事上有利であると示唆する行為は、ユニオンの組合員と

しての組織活動の面が含まれていたとしても、本件においては上司で

ある管理者の立場から職務上の利益誘導を行って国労脱退を働きかけ

たもので、さらに前記⑴ア判断のとおりの諸事情からすれば、会社と

国労が厳しく対立する中で、会社の意を体してなされた行為とみるの
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が相当である。 

  以上のとおり、Ｙ５所長のＸ22に対する発言については、会社の職

制機構の一員として、人事上の有利な取扱いをほのめかしつつ国労脱

退を示唆したもので、会社がその責めを負うべき会社の申立人組合に

対する支配介入行為と解される。 

  なお、京都保線所のＸ32に対し脱退工作が行われた旨の申立人の主

張については、会社が同人に対して行った働きかけの事実関係が明ら

かでない。 

⑶ 管理者の嫌がらせによる脱退工作について 

  施設課において、管理者をして、分会員に対し、決裁書類になかなか

印鑑を押さないなどの嫌がらせが行われたとの申立人の主張については、

前記第１．４⑵ア及びイ、同⑸ウ認定のとおり、施設課班の分会員が国

労を脱退したのは昭和63年のことであり、また、京都保線所において嫌

がらせがあったというのも平成４年８月及び９月のことであって、いず

れも本件申立ての１年以上前のことに関するものである。 

⑷ 昇進や有利な査定を示唆する脱退工作について 

ア 管理者が、分会員に対し、国労に留まっていては助役試験に合格し

ないことを示唆する脱退工作があったとの申立人の主張については、

会社によるＸ６及びＸ７に対する具体的な働きかけの事実が明らかで

ないうえ、前記第１．４⑴イ (エ )認定のとおり、Ｘ６が国労を脱退した

のは平成２年、Ｘ７が国労を脱退したのは同３年であって、いずれも

本件申立ての１年以上前に関するものである。 

イ また、管理者が、分会員に対し、期末手当の査定等で有利に取り扱

うという条件を提示し、それと引き換えに国労を脱退させる脱退工作

があった旨申立人は主張する。しかしながら、別記第１．４⑸イ (イ )認

定によれば、京都保線所における平成５年６月１日付け脱退者６名に

対し、同年夏季手当の増額査定が行われていたこと、また、うちＸ24

に関しては、その脱退後海外研修に派遣されたことは認められるが、

会社による当該分会員に対する具体的な脱退の働きかけの事実は明ら

かでない。 

⑸ 非現業職場や他の事業所への配転を手段とする脱退工作について 

ア 会社が管理者をしてエリート部門である非現業職場への配転をほの

めかし国労脱退を働きかける工作を行っている旨の申立人の主張につ

いては、前記第１．４⑶イ (ア )、同⑷ア (ア )、及び同⑸イ (ウ )認定のとおり、

多数の分会員が現業職場から非現業職場への配転後国労を脱退してい

ることは認められるものの、この事実のみをもって、会社による組織

的な脱退工作が行われているとすることはできない。 

イ そこで、具体的な大阪保線所のＸ16及び大阪設備所のＸ21に対する

会社の働きかけについて検討するに、前記第１．４⑶イ (イ )及び同⑷ア

(イ )認定によれば、①Ｘ15書記長が、Ｘ16から、非現業職場への配転前
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に国労を脱退するよう施設課の指示があった旨の相談を受けていたこ

と、②Ｘ15書記長及びＸ20執行委員が、Ｘ21から、遠方の事業所への

配転を家庭の事情で断り続けていたところ、非現業職場への配転前に

国労を脱退するよう大阪設備所助役から言われた旨の相談を受けてい

たこと、③Ｘ16は非現業職場への配転と同時に国労を脱退し、またＸ21

も国労脱退の直後に非現業職場に配転されたこと、が認められる。 

  会社は、非現業職場はエリート部門とは言えず、非現業職場への配

転が出世コースであるとは言えない旨主張するが、関西支社の非現業

職場は、前記第１．４⑴ア (ア )認定のとおりの現場を統括する管理部門

であることから、少なくとも現業職場の社員は非現業職場がエリート

部門であるという認識を持っていたと推認される。 

  以上のことからすれば、Ｘ16に対する施設課の指示は、同課が現業

職場を統括する管理部門の位置にあることを利用して、また、Ｘ21に

対する大阪設備所助役の言動は、前記⑵イ判断の如く、会社の職制上

の地位を利用して、ともに人事上の有利な取扱いを示唆して国労脱退

を勧奨したものであって、会社の支配介入行為であると解される。 

  なお、京都保線所のＸ25に関しては、国労脱退の事実は認められる

が、会社による同人に対する具体的な働きかけの事実が明らかでなく、

その他の脱退者に関しては、脱退から１年以上を経過した後に本件申

立てが行われている。 

ウ 国労の組織率の低い他の事業所へ分会員を配転し、国労組合員と隔

離することで国労脱退を決意させる工作があったとの申立人の主張に

ついてみるに、前記第１．４⑶イ (ウ )及び⑸イ (エ )認定によれば、Ｘ17、

Ｘ27及びＸ28が米原保線所へ配転になった後、国労を脱退しユニオン

に加入したことは認められる。 

  しかしながら、会社による当該分会員に対する具体的な脱退の働き

かけの事実は明らかでない。 

⑹ まとめ 

  以上のとおり、大阪保線所Ｘ16、大阪設備所Ｘ22及びＸ21の各分会員

に対してなされた所長、助役らの行為については、国労と厳しい対立関

係にあった会社の意を体して、分会の組合活動を弱体化しようとする意

図のもとに、会社の職制機構の一員として行われた国労脱退勧奨であり、

会社にその責任が帰されるべきものであるから、労働組合法７条第３号

に該当する不当労働行為と認めるのが相当である。しかしながら、上記

の所長、助役らの行為をもって、申立人の主張のように会社による組織

的な支配介入が行われたとすることはできない。 

４ 救済の方法 

  申立人は、将来にわたる脱退工作の禁止及び陳謝文の掲示を求めるが、

前記判断のとおりであるから、不当労働行為があったと認められるＹ５所

長らの行為について救済を行うものとし、主文の救済をもって相当と考え
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る。 

以上の事実認定及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法第27条及び労

働委員会規則第43条により、主文のとおり命令する。 

 

 平成８年４月26日 

     大阪地方労働委員会 

      会長 由良 数馬  ㊞ 


